
清須市会計年度任用職員（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う就労支援事

業）募集要項 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、経営状況の悪化等により、企業等

の内定取り消しとなった方、離職（解雇・雇い止め等）を余儀なくされた方等

を対象として、会計年度任用職員を募集する。 

２ 募集人数 

６人 

３ 業務内容 

市役所内各課における事務補助業務（窓口での応対、関係書類の作成等） 

４ 応募資格 

次のいずれかに該当する市内在住で地方公務員法第１６条（欠格条項）に該

当しない者とする。この際、年齢及び学歴は問わないものとする。 

 ⑴ 経営状況の悪化等により、企業等の内定取り消しとなった者 

⑵ 離職（解雇・雇い止め等）を余儀なくされた者 

５ 任用期間 

令和２年６月中旬から令和３年３月３１日まで 

６ 勤務条件等 

⑴ 勤務時間 

月曜日から金曜日の週５日、午前８時３０分から午後５時まで（休憩６０

分） 

⑵ 休日 

毎週土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

（１２月２９日から翌年１月３日まで）  

⑶ 勤務場所及び業務内容 

市役所内の各課 

業務内容は、窓口対応及び書類作成の補助等 

⑷ 報酬等 

時間給９９９円（地域手当相当額含む）、期末手当（１２月支給） 

※給与改定等により変更有り 

交通費（通勤手当相当額を支給）、社会保険制度（健康保険、厚生年金保

険、雇用保険）有り、労働災害補償制度有り 

 ⑸ 休暇等 

清須市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき

付与 



⑹ 服務 

地方公務員法に規定する服務及び懲戒の対象 

７ 選考方法 

  書類及び面接により選考する。 

なお、各課への配属に関する優先順位は予め人事秘書課で決定する。 

  また、選考に当たっては、人事秘書課で応募受付を行い、応募順で優先順位

上位の課から順番に選考（人事秘書課人事係も同席）を行う。 

８ 申込方法 

  原則として、予定人員に達するまで随時受け付け 

 ⑴ 郵送又は持参 

〔提出書類〕 

①履歴書（任意様式） 

②申込要件を証明する書類（採用内定取消し通知や離職票等）の写し 

（証明する書類の無い場合、人事秘書課人事係へ相談） 

③申立書（別紙） 

  〔郵送の場合〕 

・封筒の表面に「会計年度任用職員応募」と朱書き 

・郵送先：清須市役所企画部人事秘書課 

〒452-8569 清須市須ケ口 1238 番地 

⑵ 受付開始 

   令和２年６月４日（木） 

  ※ ただし、応募順に選考を実施するため、定員に到達次第締め切りとす

る。 

９ その他 

受験資格の無いこと、申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあること

を認めた場合は、任用を取り消す。 


